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東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
住
宅

ま
た
は
家
財
に
著
し
い
被
害
を
受
け
た
納

税
者
で
、
納
税
困
難
の
理
由
に
よ
り
減
免

申
請
書
を
提
出
し
た
場
合
、
市
民
税
・
県

民
税
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
減
免
の
基
準

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と

①
市
税
務
課
発
行
の
「
り
災
証
明
」内
容

　

が
全
壊
、
大
規
模
損
壊
ま
た
は
半
壊
の

　

い
ず
れ
か
の
判
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

②
納
税
者
又
は
同
居
す
る
控
除
対
象
配
偶

　

者
又
は
扶
養
親
族
が
所
有
す
る
住
宅
等

　

で
あ
る
こ
と
。

③
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
４
０
０
万

　

円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

※
損
害
保
険
で
災
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ

　

り
保
険
金
等
が
支
払
わ
れ
た
場
合
、
損

　

害
額
は
損
害
額
か
ら
保
険
金
額
を
除
い

　

た
金
額
と
な
り
ま
す
。

※
一
部
損
壊
の
方
、
も
し
く
は
居
住
以
外

　

の
家
屋
及
び
家
財
の
被
害
の
方
は
減
免

　

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※「
り
災
証
明
」の
判
定
を
受
け
、
生
活
に

　

通
常
必
要
な
資
産
に
被
害
を
受
け
損
失

　

額
が
生
じ
た
場
合
は
、
判
定
内
容
に
か

　

か
わ
ら
ず
所
得
税
及
び
市
民
税
・
県
民

　

税
（
市
県
民
税
申
告
の
方
は
市
県
民
税

　

の
み
）の
雑
損
控
除
（
所
得
控
除
）が
適

　

用
と
な
り
、
税
額
が
減
少
と
な
る
場
合

　

が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
に
必
要
な
書
類

①
減
免
申
請
書
（
税
務
課
に
用
意
し
て
あ

　

り
ま
す
）

②
課
税
決
定
通
知
及
び
納
付
書
（
特
別
徴

　

収
（
給
与
天
引
き
）の
方
は
課
税
決
定

　

通
知
の
み
）

③
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
受
け
取

　

る
保
険
金
な
ど
の
金
額
が
分
か
る
も
の

④
印
鑑

●
申
請
時
期

　

減
免
の
申
請
は
、
課
税
決
定
通
知
な
ど

　

が
届
い
て
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
課
税
決
定
通
知
が
届
く
時
期
は

　

納
付
の
方
法
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

○
特
別
徴
収
（
給
与
か
ら
天
引
き
に
よ
り

　

納
付
）の
場
合

　

↓
５
月
下
旬
か
ら
６
月
中
旬
に
勤
務
先

　
　

か
ら
配
付
を
受
け
ま
す
。

○
普
通
徴
収
（
個
人
が
市
役
所
な
ど
で
直

　

接
納
付
）の
場
合

　
↓
６
月
15
日
以
降
に
郵
便
で
個
人
別
に

　
　

郵
送
し
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
お
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
市
民
税
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
２
５

　

こ
の
た
び
の
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受

け
た
方
は
、
所
得
税
の
軽
減
・
免
除
が
受

け
ら
れ
、
税
務
署
で
手
続
を
行
う
こ
と
で

所
得
税
が
還
付
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
源
泉
所
得
税
の
徴
収
猶
予
や

還
付
、
廃
車
と
な
っ
た
自
動
車
の
自
動
車

重
量
税
の
還
付
な
ど
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
県
税
に
つ
い
て
も
、
被
害
を
受

け
た
方
の
申
請
に
基
づ
き
、
法
人
県
民
税
・

事
業
税
、
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、

自
動
車
税
な
ど
で
特
例
措
置
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
の
税
務
署
ま
た
は
県

税
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
税
務
署

　
　
　
（
２
２
）３
１
１
５

　

大
田
原
県
税
事
務
所
課
税
課

　
　
　
（
２
３
）４
１
７
２

　

市
で
は
、
中
小
零
細
企
業
の
経
営
の
安

定
や
成
長
を
支
援
す
る
た
め
、
必
要
な
事

業
資
金
を
円
滑
に
調
達
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
融
資
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
な

ど
を
考
慮
し
、
次
の
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

●
期
　
間　

6
月
1
日（
水
）〜
平
成
24
年

　

3
月
30
日（
金
）

　

中
小
企
業
者
事
業
資
金（
市
制
度
融
資
）

の
既
存
貸
付
残
額
を
新
規
融
資
に
よ
り
借

り
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
借
換
は
、

毎
月
の
返
済
額
の
減
額
や
複
数
融
資
の
ま

と
め
に
有
効
な
方
法
で
す
。

○
借
換
が
可
能
な
資
金

　

市
制
度
融
資
資
金
ー
小
口
・
設
備
・
特

　

別
小
口
零
細
企
業
資
金

※
創
業
支
援
資
金
は
借
換
が
で
き
ま
せ
ん
。

○
借
り
換
え
る
た
め
の
資
金

　

小
口
資
金
（
１
件
に
つ
き
５
０
０
万
円

　

以
内
）

○
対
象
者

　

市
制
度
融
資
資
金
の
既
存
融
資
が
あ
る

　

方
で
、
借
換
に
よ
り
健
全
な
事
業
活
動
の

　

維
持
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
中
小
企
業
者
。

○『
借
換
』の
条
件

・
据
置
期
間
に
あ
る
貸
付
は
対
象
外
で
す
。

・
責
任
共
有
制
度
対
象
の
貸
付
を
責
任
共

　

有
制
度
対
象
外
の
貸
付
で
借
り
換
え
る

　

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
借
り
換
え
を
す
る
元
の
資
金
に
延
滞
が

　

あ
る
場
合
は
、
借
り
換
え
を
す
る
資
金

　

に
新
た
に
借
り
入
れ
る
資
金
を
加
え
て

　

借
換
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
対
象

　

市
制
度
融
資
の
全
資
金

○
延
長
期
間

　

現
在
の
融
資
規
則
で
定
め
る
融
資
期
間

　

を
超
え
て
３
年
以
内
に
限
り
、
取
扱
金

　

融
機
関
・
信
用
保
証
協
会
が
認
め
た
期
間

　

こ
れ
ま
で
小
口
資
金
・
設
備
資
金
を
利

用
し
た
方
の
み
が
対
象
で
し
た
が
、
特
別

小
口
零
細
企
業
資
金
も
利
子
の
補
給
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
補
給
金
額

融
資
額
の
１
％
ま
た
は
支
払
っ
た
利
子
額

の
少
な
い
金
額
で
す
。（
同
一
中
小
企
業
者

は
１
年
度
に
つ
き
１
融
資
に
つ
い
て
の
み
。）

※
融
資
の
借
換
お
よ
び
融
資
期
間
の
延
長

　

の
可
否
に
つ
い
て
は
、
取
扱
金
融
機
関
・

　

信
用
保
証
協
会
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

※
お
申
し
込
み
は
市
内
の
銀
行
、
信
用
金

　

庫
、
信
用
組
合
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

商
工
観
光
課
商
業
振
興
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
９

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
市
の

制
度
融
資

１   

市
制
度
融
資
の
借
換
が
で
き
ま
す

国
税
、
県
税
の
取
り
扱
い

２   

市
制
度
融
資
の
融
資
期
間
延
長
が

　

で
き
ま
す

３   

特
別
小
口
零
細
企
業
資
金
も
利
子

　

補
給
金
の
対
象
と
し
ま
す

市
民
税
・
県
民
税
の
減
免
制
度


